
マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で口・鼻を覆う

予防対策
予防対策

避難者の健康状態の確認

親戚や友人の家等への避難の検討

避難所の衛生環境の確保

手洗い、咳エチケット等の
基本的な対策の徹底

生活環境を衛生的に

役割分担して運営に参加しましょう

生活ルールを守りましょう

要配慮者への配慮

●所持品は、1か所にまとめて、すぐに持ち出せ
るようにしましょう。
●避難者同士がトラブルにならないためにも、
所持品に名前を書いておきましょう。

●起床や就寝の時間、トイレの使い方、喫煙場
所など避難所のルールを守りましょう。　　

●避難者もできる範囲で、受け付けや清掃、炊き出し、
物資の配布など役割分担をしましょう。

●助け合いながら避難所運営に参加しましょう。

●障がいのある人や高齢者、妊産婦などには、手助けをしましょう。
●車いすが通行できるよう、バリアフリー化をしましょう。
●おむつ交換や補装具交換が必要なときは、間仕切りやカーテンを
設けるなどの配慮をしましょう。

避難者の健康状態を確認するため、避難所に入られる際は、ご自宅での体
温測定にご協力願います。なお、発熱、咳などの症状がある方は、かかりつけ
医に相談し、可能であれば旅館やホテル等での避難も検討してください。

避難者は頻繁に手洗いをするとともに、咳エチケ
ット等の基本的な感染対策を徹底しましょう。
他の人と2m以上離れ、会話も必要最小限にしま
しょう。

災害が発生した場合の避難所では、密閉した空間の中での集団生活等により新型コロナウイルスをはじめ、インフル
エンザや風邪等の感染症のリスクが高まる恐れがあります。少しでも感染リスクを軽減するために次のことについ
て、地震や風水害発生時の避難に備えて平時から準備をお願いします。

●ゴミは所定の場所に捨てましょう。
●トイレや浴室などの衛生を保ちましょう。発
災後にトイレが使用できない場合に備えて
簡易トイレなども備蓄しておくと便利です。

●掃除などは定期的に行い、清潔な状態を保
ちましょう。

●できるだけ体を動かしましょう。
●座ったままでも、足の指やつま先を動かすなど足の運動をしましょう。
●十分な水分をとり、脱水症状にならないようにしましょう。
●避難所ではゆったりとした服装で過ごしましょう。

●こまめに窓を開けるなど、
換気をしましょう。

●暖房機器についている排
気口に異常がないか確認
をしておきましょう。

エコノミークラス症候群とは、長時間足を動かさないでいることで足の
静脈に血栓（血の塊）ができ、歩き出した後などに血栓の一部が血流に
運ばれて肺や脳の血管をふさいでしまう病気です。肺塞栓や脳卒中を
発症するおそれもあります。長時間飛行機に乗った場合などに見られる
ことからこの名がついています。
避難所ではできるだけ体を動かすようにしましょう。

避難時に、避難所が過密状態になることを防ぐために、可能な場合は安全
な親戚や友人の家等へ避難することを検討しておいてください。

避難者が共有する物品やスペースは定期的に、家庭用洗剤を用いて清掃す
るなど、避難所の衛生環境をできる限り整えましょう。
なお、避難所の備蓄品には限りがあります。水や食料品などに加え、自身の
健康状態を確認するために体温計を持参するなど、可能な限り必要なもの
は持参してください。

車の中に避難している場合には、長時間冷暖房をつ
けっぱなしにしていると一酸化炭素中毒の危険性が
高まります。
また、狭い屋内でストーブなどを使う場合も同様です。
新鮮な空気を入れ替えることが重要です。

一酸化炭素中毒 エコノミークラス症候群
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避難所での過ごし方

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

福祉避難所に関する
問合せ先

≪連絡窓口≫
市役所総務課

82-1111

吉木955
鬼木63-1
下川底170
才尾450-3
松江991-9
千束157-2
三毛門1340-1
赤熊1359-1
松江968-1
川内3739-16
四郎丸1690-3
荒堀37-12

豊前市総合福祉センター
亀保の里
豊前サンビレッヂ
豊前アニマノ
望海荘
ケアハイツぶぜん
ケアハウスさくら
ケアポートぶぜん
向陽荘
周防学園
ほうらい山荘
恵光園

洪水
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○

土砂
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○

高潮
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○

地震
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

津波
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

No 住 所
災害対応(○:利用可能、×:利用不可)

名 称 電話番号
（市外局番0979）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

82-2710
82-2712
82-2701
82-2604
82-2666
82-2026
82-7753
82-2128
82-2253
82-2402
82-2775
82-2045
82-3196
82-2017
82-2671
82-2401
82-2670
82-2364
82-2153
82-2250
82-1111
82-2736
82-2669
88-2001
88-2787
88-2012
88-2002
84-0544
53-9535
82-2705
82-2105
82-2105

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○

○
○

○

○

○

○
○

○

○
○
○

○

○
○

中村943-1
中村392
中村412-2
四郎丸417-2
四郎丸263
大村1524
大村1780
八屋2232-1
赤熊1363-1
八屋1860-12
八屋1381-2
赤熊750
赤熊484-1
三毛門976-1
三毛門914-4
久路土1191-1
久路土1180-1
千束75
吉木1122-1
千束167
吉木955
薬師寺221-1
薬師寺70-3
下川底304-1
下河内81-9
下川底32
大河内301-3
四郎丸1041-1
八屋1776-2
八屋2009-3
青豊3-1
青豊3-1

角田小学校(体育館)
角田中学校（体育館）
角田公民館
山田小学校（体育館）
山田公民館
大村小学校（講堂）
大村公民館
八屋小学校（体育館）
八屋中学校（体育館）
中央公民館※1

八屋公民館※1

宇島小学校（体育館）
宇島公民館※1

三毛門小学校（体育館）
三毛門公民館
黒土小学校（体育館）
黒土公民館
千束小学校（体育館）
千束中学校（体育館）
千束公民館※1

豊前市役所※2

横武小学校（体育館）
横武コミュニティセンター
合河公民館
合岩小学校（体育館）
合岩中学校（体育館）
岩屋活性化センター
道の駅豊前おこしかけ
多目的文化交流センター※1

豊前市市民会館※1

福岡県立青豊高校（体育館）※1

福岡県立青豊高校（多目的ホール）

No 住 所
洪 水 土 砂 高 潮 地 震 津 波

災害対応(○:利用可能、×:利用不可) うち
指定避難所名 称 電話番号

（市外局番0979）

福祉避難所とは

自宅へ戻れなくなった被災者などが一
定期間避難生活を送るための施設です。

指定避難所とは

※1   2階建て　　※2   3階建て

災害発生時に一時的に安全を確保
するための施設です。

指定緊急避難場所とは

一般的な避難所での生活が困難な要配慮者（高齢者や障がいのある方など）が避難するための施設であ
り、市は災害の規模や避難者の状況により、福祉施設の管理者と連携を行い、避難所の開設を行います。

要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮
を要する方々が利用する施設です。対象施設の所有者または管理者におかれましては、
避難確保計画の作成及び報告、訓練実施等の取り組みをお願いいたします。 17

避難所一覧


